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    告     示 

和歌山県告示第1332号 

 地方税法（昭和25年法律第226号）第144条の9第1項及び和歌山県税条例（昭和25年和歌山県条例第37

号）第58条の5第1項の規定に基づき、次のとおり軽油引取税に係る特約業者の指定をした。 

  令和2年10月23日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸   

1 特約業者の氏名又は名称 

 紀洋石油株式会社 

2 主たる事務所又は事業所の所在地 

 和歌山県田辺市宝来町14番27号 

3 特約業者の指定年月日 

 令和2年10月1日 

 

和歌山県告示第1333号 

農業用ため池の管理及び保全に関する法律（平成31年法律第17号）第7条第1項の規定により、次のとお

り特定農業用ため池を指定したので、同条第3項の規定により公示する。 

令和2年10月23日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

名称 所在地   指定年月日 

丸池（湯川町富安） 御坊市湯川町富安字一ッ尾793 令和2年10月23日 

留山上池 御坊市湯川町富安字留山746-1 令和2年10月23日 

留山池 御坊市湯川町富安字留山734-1 令和2年10月23日 

空池 御坊市湯川町富安字大谷1225-2 令和2年10月23日 

隠谷池（湯川町富安） 御坊市湯川町富安字隠谷20-1 令和2年10月23日 

東原池 御坊市湯川町富安字東原2005-2 令和2年10月23日 

池ノ谷池 御坊市湯川町富安字池ノ谷2017-2 令和2年10月23日 

蓮池（湯川町丸山） 御坊市湯川町丸山字吉ヶ谷953-1 令和2年10月23日 

朱家谷池 御坊市藤田町吉田字引谷1553-2 令和2年10月23日 
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東岸池 御坊市藤田町吉田字衣奈ヶ原1774 令和2年10月23日 

錦薗池 御坊市塩屋町北塩屋字錦薗740-2 令和2年10月23日 

傳次郎池 御坊市塩屋町南塩屋字氏神前557-1 令和2年10月23日 

下池（塩屋町南塩屋） 御坊市塩屋町南塩屋字青木1430-1 令和2年10月23日 

長谷池 日高郡印南町大字津井字長谷25 令和2年10月23日 

野尻池 日高郡印南町大字印南原字野尻1184-1 令和2年10月23日 

小川池 日高郡印南町大字印南原字ひじ松736-1 令和2年10月23日 

夏見池 日高郡印南町大字印南原字隠野265-1 令和2年10月23日 

家の上の池 日高郡印南町大字印南原字上比郷1306-1 令和2年10月23日 

境松池 日高郡印南町大字印南原字境松1427-1 令和2年10月23日 

柳井谷池 日高郡印南町大字印南原字柳井谷1537-2 令和2年10月23日 

新池 日高郡印南町大字印南原字柳井谷1476 令和2年10月23日 

竹本池 日高郡印南町大字印南原字老保1683-1 令和2年10月23日 

古野の池 日高郡印南町大字印南原字古野1733-3 令和2年10月23日 

向平の池 日高郡印南町大字印南原字向イ平1920-2 令和2年10月23日 

ふな池 日高郡印南町大字印南原字坂井谷2000-2 令和2年10月23日 

外内池 日高郡印南町大字印南原字外内2181 令和2年10月23日 

平谷池 日高郡印南町大字印南原字平野岡2522-2 令和2年10月23日 

平野岡池 日高郡印南町大字印南原字平野岡2462 令和2年10月23日 

坊ヶ平池 日高郡印南町大字印南原字坊ヶ平2600-2 令和2年10月23日 

神田池 日高郡印南町大字印南原字神田2967-1 令和2年10月23日 

岡本池 日高郡印南町大字印南原字松硲3076-1 令和2年10月23日 

松硲池 日高郡印南町大字印南原字松硲3071-1 令和2年10月23日 

吉岡池 日高郡印南町大字印南原字糸巻3137-1 令和2年10月23日 

小藪池 日高郡印南町大字印南原字糸巻3152-2 令和2年10月23日 

出口池 日高郡印南町大字印南原字出口3363-2 令和2年10月23日 

出口池 日高郡印南町大字印南原字出口3379 令和2年10月23日 

湯川池 日高郡印南町大字印南原字出口3471-2 令和2年10月23日 

東谷池 日高郡印南町大字印南原字東谷3598-2 令和2年10月23日 

津井田池 日高郡印南町大字印南原字津井田3610-2 令和2年10月23日 

三谷池 日高郡印南町大字印南原字藤藪3767-1 令和2年10月23日 

土用山池 日高郡印南町大字印南原字川口4577-2 令和2年10月23日 

川口池 日高郡印南町大字印南原字川口4578-2 令和2年10月23日 

山谷池 日高郡印南町大字印南原字山谷4687-2 令和2年10月23日 

山西池 日高郡印南町大字印南原字鳥巣4426-2 令和2年10月23日 

猿橋池 日高郡印南町大字印南原字猿橋5308-1 令和2年10月23日 

郷地池 日高郡印南町大字印南原字猪ノ谷5087-1 令和2年10月23日 

岡本池 日高郡印南町大字印南原字糸巻3146-1 令和2年10月23日 

造木谷池 日高郡印南町大字南谷字造木1370 令和2年10月23日 

沼池 日高郡印南町大字小原字蕨35-1 令和2年10月23日 

井ノ谷池 日高郡印南町大字丹生字井ノ谷354-1 令和2年10月23日 

寺谷池 日高郡印南町大字丹生字寺谷384 令和2年10月23日 

勘田芝池 日高郡印南町大字古井字勘田芝842-1 令和2年10月23日 

市野瀬池 日高郡印南町大字古井字市野瀬961-1 令和2年10月23日 

高瀬池 日高郡印南町大字樮川字白子谷1196 令和2年10月23日 

明見池 日高郡印南町大字宮ノ前字明見275 令和2年10月23日 

尾路垣内池 日高郡印南町大字島田字下廣芝1866-1 令和2年10月23日 

井ノ谷池 日高郡印南町大字島田字井ノ谷1751 令和2年10月23日 

長性谷池 日高郡印南町大字島田字長性谷2019-2 令和2年10月23日 

滝ノ岡池 日高郡印南町大字島田字橘谷2342-27 令和2年10月23日 
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滝谷池 日高郡印南町大字島田字滝ノ岡3211-93 令和2年10月23日 

榎本池 日高郡印南町大字島田字堤ノ内1407-2 令和2年10月23日 

 

和歌山県告示第1334号 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号。以下「法」という。）第

18条の7第1項の規定に基づき、鳥獣捕獲等事業の変更の認定をしたので、次のとおり公示する。 

令和2年10月23日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 変更認定年月日 

令和2年10月14日 

2 変更認定を受けた鳥獣捕獲等事業を実施する者（以下「認定鳥獣捕獲等事業者」という。）の名称及

び住所並びに代表者の氏名等 

（1）名称及び住所 

一般社団法人和歌山県猟友会 

和歌山県和歌山市湊通り丁南四丁目18番地 

（2）代表者の氏名 

尾上貞夫 

（3）（1）の認定鳥獣捕獲等事業者は、法第18条の5第1項第2号の基準に適合するものである。 

3 変更事項 

鳥獣捕獲等事業の実施体制に関する事項 

 

和歌山県告示第1335号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第2項の規定に基づき和歌山知事か

ら公共測量を終了した旨通知があったので、次のとおり公示する。 

令和2年10月23日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 作業の種類 公共測量（航空レーザ測量） 

2 作業期間 令和2年2月3日から同年9月30日まで 

3 作業地域 和歌山県東牟婁郡串本町外地内 

 

和歌山県告示第1336号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第2項の規定に基づき新宮市長から

公共測量を終了した旨通知があったので、次のとおり公示する。 

令和2年10月23日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 作業の種類 公共測量（デジタル航空写真撮影、写真地図作成） 

2 作業期間 令和2年4月27日から同年9月30日まで 

3 作業地域 和歌山県新宮市 

 

和歌山県告示第1337号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第2項の規定に基づき由良町長から

公共測量を終了した旨通知があったので、次のとおり公示する。 

令和2年10月23日 
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 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 作業の種類 公共測量（道路台帳平面図データ作成） 

2 作業期間 令和2年6月10日から同年9月28日まで 

3 作業地域 和歌山県日高郡由良町地内 

 

和歌山県告示第1338号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第2項の規定に基づき和歌山県知事

から公共測量を終了した旨通知があったので、次のとおり公示する。 

令和2年10月23日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 作業の種類 公共測量（空中写真測量） 

2 作業期間 令和2年4月29日から同年9月30日まで 

3 作業地域 和歌山県全域 

 

和歌山県告示第1339号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第73条第1項の規定により、さつき台（A）建築協定を令和2年10月

21日に認可したので、同条第2項の規定により公告する。 

なお、建築協定書及び関係図書は、橋本市役所に備え置いて縦覧に供する。 

令和2年10月23日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  
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